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第　　　号
　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様
　
大町町長　　　　　　　　　　印　


空家等の適正管理について（命令）


　大町町空家等の適正管理に関する条例（平成24年大町町条例第11号。以下「条例」という。）第４条の規定により、所有者等は、所有等に係る空家等が危険な状態にならないように自らの責任において当該空家等を管理しなければならないことと定められています。
　あなたが所有（管理・占有）する下記の空家等につきましては、　　
年　　月　　日付け　　第　　号で適正管理に係る勧告を行ったところですが、勧告に沿った措置が講じられていないので、履行期限までに措置を講ずるよう条例第11条の規定により下記のとおり命じます。

記

	所有者等の
氏名及び住所
	

	空家等の所在地
及び種別
	

	命令の内容
	

	履行期限
	年　　月　　日

	教　　　　　示
	　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大町町長に対して異議申立てをすることができます。
この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、大町町を被告として（訴訟において大町町を代表する者は、大町町長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。

	大町町空家等の適正管理に関する条例（抜粋）
(所有者等の責務)
第4条　空家等の所有者等は、当該空家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。
(命令)
第11条　町長は、第9条の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第12条　町長は、空家等の所有者等が前条の命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
[bookmark: 13000146601000000028](1)　所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
[bookmark: 13000146601000000032](2)　空家等の所在地及び種別
[bookmark: 13000146601000000036](3)　命令の内容
[bookmark: 13000146601000000040](4)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2　町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。




